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車場

大磯港

真鶴港

R4.4.11

該当なし －

該当なし －

①令和３年８月まで片瀬海岸地下駐車場に勤務していた業務員が、令和元年12月
から令和３年10月までの間、10回にわたり（通勤目的１回、通勤以外目的９回）
自家用車を当駐車場に駐車し出庫する際、障がい者減免等の不正操作を行い、正
規料金を支払わなかった（正規料金との差額の総額は2,770円）。
②不正操作がどのように行われたか、令和４年５月18日に現地確認を実施。その
他、指定管理者による不正調査の状況や再発防止策等について、電話やメールに
て随時確認。
③自家用車通勤の取扱いの明確化、指定管理者社員の意識啓発・コンプライアン
スの徹底等の再発防止策を今後実施。
④無
⑤費用負担なし（正規料金との差額については、不正を行った業務員から指定管
理者に支払い済み）
⑥有：令和４年４月22日（指定管理者記者発表）

指定管理業務に係る事故・不祥事等の状況（令和３年度実績） ＊指定期間４年度目施設

発生日

該当なし

施設名

事故・不祥事等の状況

①発生時の詳細な状況
②所管課における現場確認の状況
③その後の経過
④施設に対する問題点の指摘やクレームの有無
⑤原因及び費用負担の有無
⑥記者発表の有無

－
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